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5.11 事後調査報告書の提出時期等 

事後調査報告書は、予測・評価した項目ごとに調査が完了した後、速やかにとりまとめ

て提出するものとします。 

なお、事後調査報告書の提出時期等については、表5.11-1に示すとおりとします。 
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表 5.11-1 事後調査報告書の提出時期一覧 

※１）計画道路の供用後10年とします。ただし、多摩都市計画道路３・１・６号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）が供用していない場合は、当該区間の供用後とします。

※２）各工種・作業内容において、主要な建設機械が最も多く稼働する時点とし、適宜実施します。

※３）諏訪・永山区間の急傾斜地崩落危険箇所の工事中に適宜実施します。

※４）諏訪・永山区間の急傾斜地崩落危険箇所の工事完了後に実施します。

※５）諏訪・永山区間の改変部の工事の完了後一定期間を経た時点に実施します。
※６）埋蔵文化財包蔵地を通過又は近接する地点の工事に先立ち随時実施します。
※７）諏訪・永山区間の改変部の工事の施行期間に適宜実施します。
※８）諏訪・永山区間の改変部の工事完了後に実施します。

● ●

　　　工事の施行中その2 　　　工事の施行中その3 　　　工事の完了後その１ 工事の完了後その２

● ●

事後調査報告書提出

●

　　　工事の施行中その1

工事の
完了後

施設の存在
場、機能及び利用経路への
影響

環境保全のための措置の実施状況

廃棄物
工事の
施行中

廃棄物
発生量、排出量、再利用量
処理、処分方法

環境保全のための措置の実施状況

史跡・文化
財

工事の
施行中

工事の施行
埋蔵文化財包蔵地の改変の
程度

環境保全のための措置の実施状況

自然との触
れ合い活動
の場

工事の
施行中

工事の施行
場、機能及び利用経路への
影響

環境保全のための措置の実施状況

景観
工事の
完了後

施設の存在

地域の景観特性の変化

眺望の変化

環境保全のための措置の実施状況

日影
工事の
完了後

施設の存在 日影

環境保全のための措置の実施状況

電波障害
工事の
完了後

施設の存在 遮蔽障害、反射障害

環境保全のための措置の実施状況

生物・生態系
工事の
完了後

施設の存在

陸上植物の状況

陸上動物の状況

生息（育）環境

緑の量

生態系

環境保全のための措置の実施状況

地形・地質

工事の
施行中

斜面等の安定性の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

工事の
完了後

斜面等の安定性の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

振動

環境保全のための措置の実施状況

工事の
完了後

自動車の走行

騒音

振動

低周波音

環境保全のための措置の実施状況

大気汚染
工事の
完了後

自動車の走行に
伴う大気質

大気質

環境保全のための措置の実施状況

騒音・振動

工事の
施行中

建設機械の稼働

騒音

Ⅲ Ⅳ

工種

平面構造

１工区

計画道路の供用時 道路ネットワークの整備完了時　※１

２工区

３工区

橋梁構造（２工区）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

令和６年度（2024年度） 令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度） 令和10
～

16年度

令和1７年度（2035年度）

Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度

令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ工事及び調査内容

※２

※２

※３

※７

※６

※６

※７

※４

※５

※５

※５

※５

※５

※８

※８


